
資料２ 

登録政治資金監査人 

 

１．登録政治資金監査人の資格 

（１）資格 

 ○ 弁護士、公認会計士及び税理士は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住

所等の事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる（法第１９条の１

８第１項）。ただし、以下のいずれかに該当する者（以下「欠格要件該当者」という。）

は、登録政治資金監査人となることができない（法第１９条の１８第２項）。 

・ 法第２６条の６（政治資金監査報告書への虚偽記載）又は法第２６条の７（秘密保

持義務違反）の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受ける

ことのなくなった日から３年を経過しない者（法第１９条の１８第２項第１号） 

・ 法第１９条の２２第１項の規定により登録政治資金監査人の登録を取り消され、そ

の取消しの日から３年を経過しない者（法第１９条の１８第２項第２号） 

・ 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にそ

の処分を受けているもの（法第１９条の１８第２項第３号） 

 

 ○ 登録政治資金監査人の登録を受けようとする者は、登録申請書を、弁護士、公認会計

士又は税理士のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金適正

化委員会に提出しなければならない（法第１９条の２０第１項）。なお、登録の際には、

登録免許税（１５，０００円）を納めなければならない。 

 

 ○ 登録政治資金監査人は、弁護士、公認会計士若しくは税理士のいずれかに該当する者

であること又は欠格要件該当者に該当しないことについて、記載すべき事項を記載せず

又は虚偽の記載をして登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であ

ることが判明したときは、登録を取り消される（法第１９条の２２第１項）。 

 

○ 登録政治資金監査人は、以下のいずれかに該当するとき又は登録政治資金監査人から

登録の抹消の申請があったときは、登録を抹消される（法第１９条の２３第１項）。 

・ 弁護士、公認会計士又は税理士のいずれにも該当しなくなったとき（法第１９条の

２３第１項第１号） 

・ 法第２６条の６（政治資金監査報告書への虚偽記載）又は法第２６条の７（秘密保

持義務違反）の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受ける

ことのなくなった日から３年を経過しない者に該当するに至ったとき（法第１９条の

２３第１項第２号） 

・ 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にそ

の処分を受けているものに該当するに至ったとき（法第１９条の２３第１項第２号） 
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・ 法第１９条の２２第１項の規定により登録政治資金監査人の登録を取り消されたと

き（法第１９条の２３第１項第３号） 

 

 

 ○ 登録政治資金監査人は、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修

了しなければ政治資金監査を行うことができない（法第１９条の１３第１項・第１９条

の２７第１項）。なお、研修を受けるときは、手数料を払う必要がある（法第１９条の

２７第３項）。 

  

（２）業務制限 

 ○ 登録政治資金監査人が、以下のいずれかに該当する場合には、当該登録政治資金監査

人は、当該国会議員関係政治団体の政治資金監査を行うことはできない（法第１９条の

１３第５項・規則第○条） 

・ 登録政治資金監査人が、国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任

者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者である場

合（法第１９条の１３第５項） 

 

  （このほかの業務制限については、省令改正の内容を踏まえて記載） 

 

  

２．登録政治資金監査人の職務 

 ○ 登録政治資金監査人は、政治資金監査マニュアルに基づき、以下に掲げる事項につい

て政治資金監査を行う（法第１９条の１３第２項）。 

  ・ 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明

細書が保存されていること。 

  ・ 会計帳簿には国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されて

おり、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えているこ

と。 

  ・ 収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細

書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。 

  ・ 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されているこ

と。 

 

○ 登録政治資金監査人は、政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成し

なければならない（法第１９条の１３第３項）。 
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○ 登録政治資金監査人の職務は、国会議員関係政治団体の会計責任者が作成した収支報

告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かっ

た支出の明細書等及び振込明細書（以下「会計帳簿等の関係書類」という。）について、

政治資金規正法及び政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行い、政治資金監

査報告書を作成することにある。したがって、会計帳簿等の関係書類の作成責任及び政

治資金監査報告書を収支報告書に併せて提出する義務を登録政治資金監査人が負うも

のではない。 

   

３．登録政治資金監査人の責任 

 ○ 登録政治資金監査人の責任については、政治資金規正法において以下のとおり規定さ

れている。 

・ 登録政治資金監査人又は登録政治資金監査人であった者は、正当な理由がなく、政

治資金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない（法第１９条の２８第

１項）。また、登録政治資金監査人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者

は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務を補助したことについて知り得た秘密を

漏らしてはならない（法第１９条の２８第２項）。 

・ 法第１９条の２８の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は５０

万円以下の罰金に処せられる（法第２６条の７）。 

・ 政治資金監査報告書に虚偽の記載をした者は、３０万円以下の罰金に処せられる（法

第２６条の６）。 

 

○ なお、各士業法においても、以下のとおり責任の定めがある。 

・ 登録政治資金監査人が政治資金監査を行うに当たって弁護士、公認会計士又は税理

士としての信用を傷つけ、品位を害するような行為をした場合には、弁護士法、公認

会計士法又は税理士法上の信用失墜行為として懲戒処分の対象となり得ることに留意

する（弁護士法第５６条第１項・公認会計士法第２６条・税理士法第３７条）。 
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